
動物実験に際しての実験計画立案の科学性と動物の福祉

の立場に立った倫理的規範は，すでに「実験動物の飼養及

び保管等に関する基準，昭和55年総理府告示」，「Interna-

tional guiding principles for biomedical research involving

animals. CIOMS 1984」，「Guide for the care and use of

laboratory animals，DHEW Publication No.（NIH）85―

23 1985」，「動物実験に関する指針，日本実験動物学会

1987」，「サル類を用いる実験遂行のための基本原則，日本

霊長類学会1986」等に示されており，本学会もこれらの

精神をふまえて「生理学領域における動物実験に関する基

本的指針」を制定する．

生理学の教育，研究の場では動物実験は殆ど必須の手段

となっている．そして動物実験を通じて行われた生理学の

教育，研究は生命現象の理解と解明に大きな役割をはたし，

この研究成果は，医学・医療に応用され，人類福祉のため

にはかり知れない貢献をした．今後，日本における生理学

教育の一層の充実と生理学研究の飛躍的な発展のため，生

理学実験者が主として脊椎動物を用いる動物実験にあたっ

て，科学的な動物実験計画の立案と動物の福祉の観点に十

二分な配慮をするため，ここに基本的指針を定める．生理

学領域の実験者は以下の指針を遵守し厳正適格な実験を遂

行しなければならない．

Ⅰ．基 本 的 事 項

（1）動物実験の目的が生理学的知識の向上と人類福祉に

役立ち，動物の福祉にも配慮したものでなければならない．

（2）動物実験にあたっては，科学的な観点から最も適正

な種属と数量を選択しなければならない．

（3）実験にあたっては，保定や麻酔薬の投与などにより

実験動物に不必要な苦しみや痛みを与えないよう充分な配

慮をしなければならない．特に痛覚の研究や実験の性質上，

軽い麻酔しか用いられない実験を行う場合には，予め動物

実験委員会などの意見を聞いた上，倫理的な観点から動物

に与える苦痛を最小限にする配慮が必要である．

（4）実験終了後，動物を処分する場合には「実験動物の

飼養及び保管等に関する基準」（昭和55年）に定められて

いるところに従い，速やかに安楽死させなければならない．

（5）実験動物には適切な給餌，給水を行い，可能な限り

清潔で快適な環境で飼育するよう心がけねばならない．

Ⅱ．特 記 事 項

（1）動物実験を実施するにあたっては，専用区域を設け，

動物の福祉に配慮した整備された施設で行わなければなら

ない．又，施設の管理，運営のため必要な組織や体制を整

備して，有能な専従の飼育技術者を配置して動物飼育に万

全を期する必要がある．

（2）実験者は科学的な計画を立案し，適正な供試動物の

選択，実験方法の検討，必要な飼育条件の確保をはかる必

要がある．実験計画の立案にあたっては実験動物学の専門

家などの助言をもとめることが望ましい．

（3）供試動物の選択にあたっては，実験目的に則して遺

伝学的及び微生物学的品質を考慮する必要があり，飼育管

理については管理者の指示に従わなければならない．

（4）実験者は動物の入手にあたり，検収と検疫を的確に

行い，入手時及び飼育期間中の動物の状態を記録し，保管

しておく必要がある．この作業は管理者に委嘱する事がで

きる．

（5）物理的，化学的に危険な物質，あるいは病原体等を

扱う動物実験においては，人の安全の確保や，飼育環境の

汚染により動物が障害を受けたり，実験結果の信頼性が損

われないよう配慮する必要がある．なお，実験施設周辺の

汚染防止についても充分に注意を払う必要がある．

（6）実験者は各研究機関の「動物実験委員会」の規定，

指示にしたがわなければならない．

（7）研究成果の論文発表にあたっては，本指針にのっと

って実験を遂行したことを付記することが望ましい．
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